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２．労働者の健康情報保護についての基本的な考え方 

○健康情報は、個人情報の中でも特に機微な情報であり、労働者の権利として、特に厳

格に保護されるべきものであることから、事業者は、情報提供する範囲を必要最小限

にするなどの配慮を行い、その適正な取扱いが図られなければならない。 

○しかし、事業者は、安衛法やその他の関係法令により、労働者の安全と健康の確保の

ために必要な措置を講ずる責任を有するとともに、裁判における判例等によれば、民

事上の安全配慮義務を果たすことを期待されているため、法の許す範囲で、労働者の

健康状態、病歴に関する情報など医療上の個人情報を幅広く収集し、必要な就業場所

の変更、労働時間の短縮等の措置、作業環境測定の実施や施設・設備の設置・整備等

の措置を講ずるために活用することが求められている。 

○事業者は、以上のように労働者の健康を確保するために、健康診断等を実施し、労働

者の健康情報を取得するだけでなく、その結果に基づき適切な措置を講じるために、

その健康情報を医師等のほか、必要に応じて関係者に対して提供し、対応を協議する

ことが求められる場合もあり、その際に労働者のプライバシーに抵触する可能性があ

る。 

○以上のことから明らかなように、事業者が健康情報を取り扱う際には、労働者の健康

保持のために健康状態を把握する義務と、不必要に労働者個人のプライバシーが侵害

されないように保護する義務との間での均衡を図ることが求められている。 

○こうした基本的考え方を具体化するため、検討会は、事業者が労働者の健康情報を取

り扱う際に遵守すべき事項や方向性について引き続き検討を行った。 

 


